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に 広報誌のタイトル「H-SATT」とは、兵庫県内の

５つの国（H＝播磨、S＝摂津、A＝淡路、T・T
＝但馬･丹波）として表し、一体となって発展す
ることを目指してタイトルとしました。

兵庫県において都市農業振興基本計画の説明会を開催します
平成28年5月､都市農業振興基本法に基づいて､国は都市農業振興に講ずべき施策を示した「都市農業

振興基本計画」を閣議決定しました。
基本計画では､｢都市農業の安定的な継続｣を図るとともに､｢多様な機能の適切かつ十分な発揮｣を通じ

て良好な都市環境の形成、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針が示されました。

兵庫県内には､(平成24年1月現在)71,000haの市街化区域内に3,500haの農地があり､県東部に位置
する都市圏でも農業が行われています。近畿農政局兵庫支局では､兵庫県内の農業者､農業者団体､行政
等を対象に以下のとおり本省担当官による説明会を開催します。また､参加者を募集しております。

日時：平成28年6月29日（水） 13時30分~15時30分（13時から受付）
場所：神戸市勤労会館 2階多目的ホール（神戸市中央区雲井通5丁目1-2）
定員：100名（締切：6月23日（木）17：00 定員になり次第締め切りますので、予めご了承下さい）

ご不明な点がございましたら、上部の電話番号までお問合せいただくか、下記URLでご確認下さい。
なお、お申し込みはインターネットまたはFAXのみでの受付となります。

（説明会URL）http://www.maff.go.jp/kinki/press/ （FAX）078-331-5177



H-SATT ～兵庫支局からのお知らせ～

「農林水産業の輸出力強化戦略」が取りまとめられました

農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）では､「農林水産業の輸出力強化戦
略」を取りまとめ､これらの取り組みについて､関係省庁による全国説明会に続き､6月7日に近畿
ブロック説明会が開催されました。

説明会では､基調講演に続き戦略の説明が行われ､戦略の中で､民間の意欲的な取り組みを支援す
る「7つのアクション」として､情報の一元的提供､日本産の「品質の良さ」を世界に伝える等が
示されているほか､意欲ある農林漁業者･食品事業者に届ける「2つのメッセージ」として､国･地
域別の農林水産物･食品の輸出拡大戦略や､品目別の輸出力強化に向けた対応方針が示されている
こと等が説明されました。

参加者からは､米国での食品安全の新たな規制に対する我が国の対応､関西空港での流通合理化
対応の予定の有無､今後の売り込みの具体的予定の情報提供等について質問があり､国からは､厚生
労働省で国内向けHACCPの導入が検討されていること､関空は挙がっていないが問題があれば教
えて欲しいこと､輸出関係の情報周知は今後JETROに一元化されること等が回答されました。

今後、国では農林漁業者や食品事業者等による意欲的な取り組みの支援と、民間では対応でき
ない外国の規制等への対応に取り組んでいくこととしています。

「農林水産業の輸出力強化戦略」の詳細、全国説明会資料等は、ホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h28_senryaku.html

担い手への農地の集積面積と農地中間管理機構の活動実績が公表されました

平成27年度の担い手への農地の集積面積と農地中間管理機構の活動実績などの状況が農林水産省
から公表されました。

全国の農地中間管理機構の実績については､借入面積が7万6千ha､転貸面積が7万7千haとなり､
初年度（26年度）の3倍程度に拡大しています。

また､担い手の利用面積は､235万haと､平成26年度の227万haから8万ha増加し､年間の政策目標
である14万haの約6割の目標達成率になりました。

兵庫県を見てみると平成27年度末の担い手の利用面積率（機構以外によるものを含む）について
は、全国の52％に対して、22％となっています。また、年間集積目標に対する農地中間管理機構
の寄与度（新規集積面積÷年間集積目標面積）については、全国の18％に対して、兵庫県では目標
面積3,580haに対して758haと21％となっています。

今後、国としては、担い手への農地の集積を平成37年度80％へ引き上げることを目標として、更
に改善を図り、機構を軌道に乗せ、政策目標の達成に向けて、全力をあげていく考えです。
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兵庫県内で活躍している農業男子！！、農業を愛する女子！！の活動
を取り上げ、青年就農者や農業法人で活躍する若い皆さん、これから
農業を志す皆さんのために「粋♡意気 農業人」として紹介させてい
ただきます。

地元の住宅地の真ん中でイチゴ栽培をスタート！

小田垣縁（おだがきゆかり）さん（養父市八鹿町）は､2006年
5月に就農し、10年が過ぎました。

祖父が、1978年に開始した養豚の畜産団地を現在は両親、弟
とともに三代目として日々奮闘されている小田垣さんに｢八鹿豚｣
へかける情熱を熱くお話いただきました。

亡き祖父を胸に挑戦し続けたい！！

横山大地（よこやまだいち）さん（加古郡播磨町）は、昨年の秋
に市街化区域内の農地を借り受けイチゴ栽培を開始しました。就農
して5年目に新たな場所で再出発された横山さんにお話を伺いました。

サラリーマンの家庭で育ちましたが、子供のころから家庭菜園で
野菜作りをしているうちに農業への思いが強くなり、就農に向け、
楽農学校で1年間、農業技術を学び、明石市で農地を借り受け農業を
始めました。

経営から見直す中で地元と連携することを考え、地元のケー
キ店からケーキクラム（切れ端やクズ）を譲り受け、子豚に餌
として与えるようにしました。子豚時からサシが入り、うま味
成分であるアミノ酸の増加に成功。他にも1ヶ所当たりの飼養
頭数を減らすなど大切に育てています。また、丹波栗を与えた
「丹波栗きん豚」として新ブランドの生産も始めました。

目標は亡き祖父。その思いを胸に挑戦し、努力したいと思っ
ています。

今年はイチゴの3品種をJAの直売所やハウスに隣接した直売所で販
売してたくさんの方に喜んでいただきましたし、地域の皆さんからも
声を掛けていただいたりもします。課題はまだまだありますが、少し
づつ規模拡大し、トマト栽培も始めたいと考えています。

~ お米や米加工品を取り扱う事業者の皆様、産地･品種等は正しく伝えましょう！ ~

6月･7月は米トレーサビリティ制度の監視強化月間です！

取引記録の作成･保存

産地･品種等情報伝達

米トレーサビリティ制度の詳細については、ホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html

しかし､生まれ育った場所で農業をした
い気持ちから、昨年秋から播磨町で安全で
安心なこだわりの栽培に取り組んでいます。

家業の養豚業は、厳しい状況の中、共同経営者の廃業が続き、
2012年末には1戸のみとなりましたが、それを逆手に取り、独

「ご存知ですか？米トレーサビリティ制度」

小売店等では米や米加工品の原料米の産地等
の伝達が、外食店等では米飯類の原料米の産
地等の伝達が義務付けられています。

自の新ブランド｢おだがきさん家の八鹿豚｣を立ち上げ、販売をスタートすることを決意しました。



H-SATT

農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などがございましたら、お気軽に兵庫支局地方参事官
ホットラインまでお問い合わせ下さい。（℡：078-331-5924）

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

2016.06

編集後記

関西地方も梅雨に入り、ジメジメと蒸し暑い日が続いていますが、植物には恵みの雨となっています。アジサイは活き活き
と青やピンクの花を大きく咲かせ、野菜や果物も夏に向け生長しています。長雨が続くと憂鬱な気持ちになりますが、少し
違った目で見ると、気持ちも晴れやかです。瑞々しくておいしい旬の物をいただいて元気に夏を迎えましょう！！

食と農に関するインバウンド推進に取り組みませんか？
海外における日本食・食文化に対する関心が近年大きく高まり、また、訪日外国人旅行者数は

平成27年に過去最高となり2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え
今後更に増加が見込まれ、政府は日本再興戦略2016で、訪日外国人旅行者数を2020年に4,000
万人とすることを目指すこと等を閣議決定しました。

近畿地域は､多様な食分野を有し､国内屈指の観光拠点があり､また､都市と農村が近いという地
理的な条件に恵まれ､今後更なるインバウンドの増大が期待されること等から､近畿農政局では
「近畿の食と農インバウンド推進協議会」を設置し、先駆的な事例の概要を英訳し発信する等の
取り組みを進めております。

また、農林水産省では、「食と農の景勝地」として、地域の食や農林水産業、景観等の観光資
源を活用して訪日外国人をもてなす取組を認定し海外に発信する取り組みを進めています。

｢近畿の食と農インバウンド推進協議会｣では､参加希望機関等を常時受付中です｡
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/kihon/inbound/index.html

「食と農の景勝地」に取り組む地域（実行組織）を公募中です。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/keisyoti_kentokai/

城崎温泉及びコウノトリの
野生復帰等情報で誘致拡大

関係者の連携による更なる
神戸ビーフのブランド化

姫路城近辺で瀬戸内海の
海鮮料理を提供

兵庫県内の主な
先駆的取組

近畿農政局では「需要に応じた米生産」を推進しています
農林水産省では、農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境整備など､30年

産米を目途とする米の生産調整の見直しに向けた取り組みを進めています。具体的には、行政に
よる生産数量目標の配分に頼らない「需要に応じた生産」に向けて、米の安定取り引きの拡大や、
主食用米の需給・価格情報等のきめ細かな情報提供、飼料用米、麦、大豆等の主食用以外の作物
の本作化等を推進しています。

先般、公表された全国の「平成28年産飼料用米、麦、大豆等の作付動向について（中間的な
取組状況）（平成28年4月末現在）」では､兵庫県を含め34県では、「自主的取組参考値までの
深堀が見込まれる」又は「生産数量目標の達成が見込まれる」とされていましたが、12県では､
「生産数量目標の達成に向けて更なる取組が必要」となっています。

農林水産省では、28年産についても、都道府県や団体､JAを対象としてキャラバンを実施して
おり、近畿農政局でも管内各府県・JAと意見交換を行うなど、需要に応じた生産を推進して参
ります。

「近畿の食と農インバウンド推進協議会」及び「食と農の景勝地」につきましては、上記URLを
ご覧いただくか、表紙上部の電話番号までお問い合わせ下さい。


